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○日時 令和２年12月11日   午前10時00分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．議案第１号 令和２年度網走市一般会計補正 

予算中、所管分 

２．議案第２号 令和２年度網走市国民健康保険 

特別会計補正予算 

３. 議案第３号 令和２年度網走市介護保険特別 

会計補正予算 

４. 議案第４号 令和２年度網走市後期高齢者医 

療特別会計補正予算 

５. 議案第６号 網走市公の施設に係る指定管理 

者の指定についての所管分 

６. 請願第13号 「おいしいまち網走」の学校給 

食の未来をともに考えることを 

求める請願 

７. 議案第19号 学校給食の一部集約及び調理業 

務等の民間委託をしないよう求 

める請願 

（R2.3.6継続審査） 

８. 議案第20号 学校給食の今後に対して民意を 

取り入れる請願 

９. 議案第21号 学校給食の調理場集約化に対し 

段階を踏むことを求める請願 

10. 議案第22号 学校給食の品質向上を求める請 

        願 

───────────────────── 

○出席委員（７名） 

 委 員 長    永 本 浩 子 

 副 委 員 長    近 藤 憲 治 

 委 員    金 兵 智 則 

            工 藤 英 治 

            平 賀 貴 幸 

            古 田 純 也 

            村 椿 敏 章 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○委員外議員（１名） 

 議 長    井 戸 達 也 

─────────────────────── 

○傍聴議員（４名）    

        川原田 英 世 

        澤 谷 淳 子 

        松 浦 敏 司 

        山 田 庫司郎 

 

○説明者 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

市民活動推進課長    湯 浅   崇 

 戸籍保険課長    清 杉 利 明 

 社会福祉課長    江 口 優 一 

 社会福祉課参事    結 城 慎 二 

 介護福祉課長    高 橋 善 彦 

 子育て支援課長    高 畑 公 朋 

 子育て支援課参事    小 沼 麻 紀 

 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

社会教育部長    吉 村   学 

学校教育部次長    小路谷 勝 巳 

 社会教育部次長    岩 本 博 隆 

 学校教育課長    小 松 広 典 

 スポーツ課長    阿 部 昌 和 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    武 田 浩 一 

次 長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

 

 午前10時00分開会 

○永本浩子委員長 ただいまから文教民生委員会を

開会いたします。 

本日の委員会ですが、付託されました議案５件、

請願５件を審査いたします。 

進行ですが、初めに市民環境部、健康福祉部の審

査を行います。 

その後、理事者の入替えを行い、教育委員会関係

の議案を審査し、再度理事者の入替えを行って請願
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の審査を行います。 

それでは初めに、議案第１号令和２年度網走市一

般会計補正予算中、当委員会所管分のうち、集会施

設感染症対策補助金の説明を求めます。 

○湯浅崇市民活動推進課長 議案資料１号、20ペー

ジを御覧ください。 

令和２年度一般会計補正予算中、市民活動費、集

会施設感染症対策補助金の補正について御説明いた

します。 

初めに、１の補正の理由及び内容ですが、国の新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用して、町内会などが行う集会施設の新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策に係る経費に対して、補

助を行うため補正するものです。 

内容につきましては、町内会などが所有管理する

集会施設にて、感染拡大防止対策として備える施設

用備品、及び施設改修費に対して一律５万円を上限

に補助金の交付を行うものです。 

補助の対象は、集会施設を所有または管理する町

内会や地区連合町内会などとなり、市内31施設が対

象となります。 

各施設において、４月から３月までの１年間の感

染症対策に要した経費を対象とするものです。 

次に２の補正額ですが、歳出予算につきまして

は、新たに中事業名に集会施設感染症対策補助金を

追加し155万円を補正するものです。 

２の歳入予算につきましては、全額国庫補助金と

し記載のとおり補正するものであります。 

説明は以上です。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

この件に関して質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 この５万円の補助というところで

すけれども、町内会からの申請があって初めてされ

るという形になるのでしょうか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 この補助金につきまし

ては、11月６日に市と町内会連合会との意見交換の

際に、町内会館を所有または管理する住民自治組織

への支援に関する要請がありました。 

その後、新型コロナウイルスの警戒ステージの引

上げなどがなされ、11月11日付にて市町内会連合会

より正式に要望書の提出があり検討し、今回提案さ

せていただいたところであります。 

５万円の内容につきましては、補助対象に想定す

る備品の平均単価や改修を検討した際、５万円で感

染対策や改修が可能であると判断し、５万円を上限

に補助率100％で交付施策を考えたところでありま

す。 

○永本浩子委員長 続けてどうぞ。 

○湯浅崇市民活動推進課長 町内会からの申請に基

づいて交付するものでございます。 

○村椿敏章委員 おおよそわかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、集会施設感染症対策補助金につ

いては、全会一致により原案可決すべきものとして

決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、障がい者福祉支援事業について

説明を求めます。 

○結城慎二社会福祉課参事 議案資料21ページを御

覧願います。 

令和２年度一般会計障がい者福祉費、障がい者福

祉支援事業の補正予算について御説明いたします。 

１の補正の理由及び内容でありますが、令和３年

４月に予定される障がい福祉サービスの報酬改定、

及び制度改正に対応するため、障がい者自立支援給

付支払等システムの改修に必要な経費を追加補正す

るものであり、金額は132万円となります。 

令和３年度における報酬改定及び制度改正につい

ては、現在国の社会保障審議会障害者部会において

審議されており、改正内容の詳細は明らかとなって

おりませんが、システム改修に係る国の補助制度を

活用するためには、本年度内に予算措置を行う必要

があるため、システム改修費用の補正を行うもので

す。 

２の補正額でありますが、事業費132万円の財源

の内訳は、（１）歳出予算に記載のとおり国庫補助

金が57万4,000円、一般財源が74万6,000円となりま

す。 

歳入予算における補正前の額、補正額、補正後の

額につきましては、（２）歳入予算に記載のとおり

となります。 

なお、今後示される報酬改定及び制度改正の内容

によりましては、システム改修費用の増減や改修の

時期に変動が生じることも想定されますが、その場
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合、令和３年第１回定例会において改めて予算額の

補正や繰越明許費の設定を行います。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではないようですので、お諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、障がい者福祉支援事業について

は、全会一致により原案可決すべきものとして決定

してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、遠隔手話サービス事業について

説明を求めます。 

○結城慎二社会福祉課参事 議案資料22ページを御

覧願います。 

令和２年度一般会計障がい者福祉費、遠隔手話サ

ービス事業の補正予算について御説明いたします。 

１の補正の理由及び内容でありますが、国の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金など

を活用し、遠隔手話サービスを導入するため、必要

な経費を追加補正するものであり、金額は31万

5,000円となります。 

遠隔手話サービスは、窓口における各種手続の際

に、手話または文字での意思疎通を希望される聴覚

障がい者に対する支援体制の充実を目的として、タ

ブレット端末を使用しインターネットを介して、北

海道聴覚障がい者情報センターに常駐する通訳者が

手話通訳などを行うものです。 

当市ではこれまで、市役所内に手話通訳者を週１

回配置し、聴覚障がい者の各種手続などの対応をし

てまいりましたが、新型コロナウイルス感染症対策

及び意思疎通支援体制の充実の観点から、補助制度

を活用し遠隔手話サービスの導入を行うものです。 

２の補正額でありますが、事業費31万5,000円の

財源内訳につきましては、（１）歳出予算の記載の

とおり国庫補助金が３万4,000円、道補助金が28万

1,000円となります。 

歳入予算における補正前の額、補正額、補正後の

額につきましては、（２）歳入予算に記載のとおり

となります。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○金兵智則委員 何点かお伺いしたいなというふう

に思います。 

この予算でタブレット端末というのは、何台の予

定になっているのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 現在購入予定は１台を

購入する予定です。 

○金兵智則委員 じゃあ１台を使って窓口業務の支

援をしていこうということなのですけれども、道の

体制というのはどのようになっているのですか。 

今まで週１回、手話通訳士の方に来ていただいて

いたと思うのですけれども、今後タブレットが用意

された後というのは、どのような体制になるのでし

ょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 これまで毎週木曜日に

２時間手話通訳者を常駐させておりましたが、年度

内に手話遠隔サービスを導入する予定ですが、年度

内につきましては毎週１回の配置を継続したいと考

えております。 

新年度４月からについては、毎週１回の配置を廃

止して、遠隔手話サービスでの対応としたいと思い

ます。 

ただし、通常の手話通訳者の派遣、同行で、様々

な手続をする場合については、手話通訳者による通

訳も行うことは可能としたいと考えております。 

○金兵智則委員 週１の配置は、年度内までという

ことで理解をさせていただきたいと思いますけれど

も、タブレットを使った体制というのは、道のほう

では毎日大丈夫なのでしょうか。 

時間帯的にも今まで２時間だったというものが、

どれくらい道の体制のほうはどうなっているのかを

お伺いしたいというふうに思います。 

○結城慎二社会福祉課参事 北海道聴覚障がい者情

報センターでの対応でございますけれども、月曜日

から金曜日、祝祭日及び12月29日から１月３日を除

くということなりますが、月曜日から金曜日の午前

９時から午後５時まで常に利用できる体制になりま

す。 

〇金兵智則委員 これまでよりもサービスが充実に

なるのかなというふうに思いますので、１日も早く

導入していただきたいというふうに思いますけれど

も、これがこの後予算が通った後、スケジュール的

にはどのような形になるでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 補正予算可決をいただ
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いたあとということになりますが、その後制度の実

施主体であります北海道ろうあ連盟と事業実施の委

託契約を締結し、併せて必要機器の購入になりま

す。 

それを経た上での導入ということになりますか

ら、現在想定される最も早いスケジュールでいっ

て、１月中旬から下旬のスタートになろうかなとい

うふうに考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

理解いたしました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○平賀貴幸委員 私からも伺わせていただきます。 

大体の概要はわかったのですけれども、何点か確

認させてください。 

特にこの予算を見ると、ランニングコストのこと

は載っていないような気がするのですけれども、ラ

ンニングコストというのは、どの程度今後かかって

いくというふうに考えたらいいのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 ランニングコストでい

うと、まず一つは北海道ろうあ連盟に対する委託料

ということになります。 

委託料は、今年度につきまして10時間で４万

1,000円という経費になります。 

これは補正の委託料に計上している金額でござい

ます。 

もう１点発生するのは、タブレット端末を使用し

ているインターネットの通信料という、通信回線の

使用料ということになりますが、今想定しているの

は機器購入にあわせて２年間の通信料込みの機械を

買おうと思っておりますので、具体的に通信料のラ

ンニングコストは今回計上していないということに

なります。 

○平賀貴幸委員 そうするとこの購入費の中に、通

信コストが含まれているというふうに理解していい

ということなのですね。 

どんな高スペックな端末なのだろうと、金額を見

て思ったものですから、それだと理解ができまし

た。 

それから今の形で、この４万1,000円の委託料が

10時間分だということがわかったのですけれども、

確認ですが来年の３月までで10時間ぐらいの利用を

予測しての委託契約を結ぶという形でいいというこ

となのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 あくまでもこの予算の

議決いただいたあとに締結をするのは、来年３月31

日までの契約になりますから、年度内10時間という

契約で行いたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 わかりました。 

また新年度は新年度で、時間を増やした形で委託

契約をするということになるのだと思います。 

それからこの事業は、全道の自治体で全てではな

いのでしょうけれども、実施にするのかなというふ

うに思うのですけれども、実際のところはどんな感

じになるのですか。 

○結城慎二社会福祉課参事 今年、新型コロナウイ

ルス感染症の関係もありまして、国も力を入れてこ

の事業の普及に努めていた、経費的な面の保障も含

めてということなりますが、全道的な状況、大変申

し訳ありませんが承知しておりませんが、管内的に

言うと、今、実施を検討しているのは、網走市及び

美幌町のみというふうに聞いております。 

○平賀貴幸委員 わかりました。 

どのぐらいこれから増えるかというのもあるので

しょうけれども、１点気になるのは、向こうの体制

なのですけれども、先ほど月曜日から金曜日までの

９時から５時までということなのですけれども、複

数の利用が別の自治体であった場合に、どういう調

整をするのかなというのがちょっと気になるのです

けれども、その辺はどんな確認になっているのでし

ょうか。 

○結城慎二社会福祉課参事 現在の情報センターの

対応は、現在は手話通訳者３名程度で毎日対応して

いるという状況でございます。 

北海道ろうあ連盟との話の中では、今後、委員御

指摘のとおり導入自治体増えることも想定されま

す。 

導入自治体が増えれば、北海道ろうあ連盟の情報

センターの体制もどんどん増強していく考えでいる

ということは確認がとれております。 

○平賀貴幸委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、遠隔手話サービス事業について

は、全会一致により原案可決すべきものとして決定

してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

○永本浩子委員長 次に移ります。 
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議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、介護保険特別会計繰出金につい

てと、議案第３号令和２年度網走市介護保険特別会

計補正予算、保険業務費について関連がありますの

で、併せて説明を求めます。 

○高橋善彦介護福祉課長 それでは議案資料の23ペ

ージを御覧願います。 

令和２年度一般会計及び介護保険特別会計の補正

予算、介護保険システム改修にかかる補正予算につ

きまして御説明をいたします。 

１の補正の理由及び内容でありますが、介護報酬

改定に伴い、介護保険システムの改修を行うため、

必要となる財源を一般会計から介護保険特別会計に

繰り出すこととし、次の経費を追加補正するもので

ございます。 

システム改修内容につきましては、介護報酬改定

や税制改正等への対応と機能を一部追加するもので

ございます。 

また、システム改修費用につきましては、506万

円となります。 

初めに一般会計になりますが、介護保険特別会計

に繰り出す金額につきましては、336万円となって

おります。 

歳出予算における補正前の額、補正額、財源内

訳、補正後の額につきましては、２の補正額、

（１）一般会計の歳出予算に記載のとおりとなって

おります。 

次に、介護保険特別会計になりますが、システム

改修費用につきましては506万円となり、その財源

につきましては国庫補助金170万円、一般会計から

の繰入金が336万円となっております。 

歳出歳入予算における補正前の額、補正額財源内

訳、補正後の額につきましては、２の補正額（２）

介護保険特別会計の歳出予算、歳入予算に記載のと

おりとなっております。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、介護保険特別会計繰出金につい

て、及び議案第３号令和２年度網走市介護保険特別

会計補正予算、保険業務費は、全会一致により原案

可決すべきものとして決定してよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、後期高齢者医療特別会計繰出金

についてと、議案第４号令和２年度網走市後期高齢

者医療特別会計補正予算、医療給付事務費について

関連がありますので、併せて説明を求めます。 

○清杉利明戸籍保険課長 続きまして、議案資料24

ページ資料１号を御覧ください。 

令和２年度一般会計及び後期高齢者医療特別会計

の補正予算、後期高齢者医療システム改修にかかる

補正予算につきまして御説明いたします。 

補正の理由及び内容でございますが、平成30年度

税制改正に伴い、後期高齢者医療広域連合電算処理

システムと情報連携をしております、当市の後期高

齢者医療システムを改修するため、必要となる財源

を一般会計から後期高齢者医療特別会計に繰り出す

こととし、次の経費を追加補正するものでございま

す。 

システム改修の内容につきましては、平成30年度

税制改正におきます、個人所得課税に係る給与所得

等控除から基礎控除へ10万円の振替を行う見直しに

伴い、データの授受を行う所得課税情報等の変更を

行うものでございます。 

また、システム改修費用につきましては、121万

円となっております。 

次に補正額でございますが、初めに、（１）一般

会計の歳出予算でございますが、後期高齢者医療特

別会計繰出金では、補正額は繰出金96万8,000円

で、補正額の財源内訳は全額一般財源でございま

す。 

また、補正前の額、補正後の額は、表に記載のと

おりでございます。 

次に、（２）の後期高齢者医療特別会計の歳出予

算になりますが、医療給付事務費では、補正額はシ

ステム改修に係る委託料121万円で、補正額の財源

内訳につきましては国庫補助金24万2,000円、一般

会計繰入金96万8,000円でございます。 

また、補正前の額、補正後の額につきましては、

表に記載のとおりでございます。 

次に歳入予算につきましては、こちらについても

表に記載のとおりでございます。 

説明は以上でございます。 
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○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですのでお諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、後期高齢者医療特別会計繰出金

について、及び議案第４号令和２年度網走市後期高

齢者医療特別会計補正予算、医療給付事務費につい

ては、全会一致により原案可決すべきものとして決

定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、簡易陰圧装置設置支援補助金に

ついて説明を求めます。 

○高橋善彦介護福祉課長 それでは議案資料の25ペ

ージを御覧願います。 

令和２年度一般会計高齢者福祉費補正予算、簡易

陰圧装置設置支援補助金につきまして、御説明をい

たします。 

１の補正の理由及び内容でありますが、社会福祉

法人が実施する小規模特別養護老人ホームへの簡易

陰圧装置設置に対し補助するため、次の経費を追加

補正するものでございます。 

金額は、北海道から補助金交付決定の内示を受け

た660万円となります。 

内容でございますが、市内２カ所の小規模特別養

護老人ホームが整備します簡易陰圧装置設置に対す

る費用でございます。 

当該装置につきましては、居室内の気圧を低くす

ることで、新型コロナウイルス等の感染が疑われる

ものが発生した場合や感染拡大のリスクを低減する

ため、ウイルスが外に漏れないよう簡易的な陰圧装

置を設置するものでございます。 

１カ所当たり330万円の事業費となり、北海道の

介護サービス提供基盤等事業費交付金を活用しまし

て、事業主体が実施するものでございます。 

歳出、歳入予算における補正前の額、補正額、財

源内訳、補正後の額につきましては、２の補正額に

記載のとおりとなっております。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 この簡易陰圧装置ですね、一部屋

に設置するものだと思うのですけれども、介護施設

の、介護施設じゃないですね、小規模養護老人ホー

ムの中のどんなようなものなのか、内容について伺

います。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちらの簡易陰圧装置に

つきましては、居室内、要はお部屋ですね、お部屋

の中に簡易的なテントのようなものを広げまして、

その中に陰圧する機械を入れまして、それを除菌と

いいますか、クリーンにして外に出していくという

ような措置でございます。 

○村椿敏章委員 はい、わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑。 

○古田純也委員 社会福祉法人が実施する小規模特

別老人ホームというのは、現在２カ所しかないとい

うことでよろしいのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 今回、この補助制度を使

うというところが、２カ所手上げをしたということ

でございます。 

○古田純也委員 では、まだほかにもあって、ほか

の要請があれば、また来年度ということでよろしい

でしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 今回はですね、市が所管

します地域密着型事業所に対して、市が北海道の指

示に基づき事業量の要望を調査したところでござい

ます。 

また、ほかの北海道が所管する施設であったり、

保健所が所管する施設については、それぞれ要望の

調査をしているところでありまして、市内に関して

この事業を使った施設は、この２カ所のみという形

になっております。 

また、ちょっと来年度の事業はどうなるのかは、

ちょっと不透明なところでございます。 

○古田純也委員 はい、わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○平賀貴幸委員 何点か伺いたいと思いますが、ま

ずこの簡易陰圧装置ですけれども、先ほども質疑で

テントを広げるということなのですけれども、一部

屋全体を陰圧室にするようなものなのか、それとも

一つのベッドだけをするものなのか、どういうタイ

プになるのですか。 

○高橋善彦介護福祉課長 現在購入を想定している

ものに関しては、一部屋というような形になります

ので、１ベッドないし２ベッドが入るような形のも

のというような考えです。 

○平賀貴幸委員 そうすると２施設ですので、２床
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ないし４床の分の簡易陰圧措置だというふうに理解

していいということですね。 

○高橋善彦介護福祉課長 委員お見込みのとおりで

ございます。 

○平賀貴幸委員 地域密着型の施設なので、市が担

当所管なので、今回この予算ということで、ほかは

今、やりとりありましたけれども、ちなみにですが

網走市内の特別養護老人ホーム、あるいは老健、場

合によってはショートステイもなのかなと思うので

すけれども、必要になるような介護施設と考える

と、こんなものくらいかなと思うのですが、既にそ

の簡易陰圧装置を設置している、あるいは陰圧室を

持っているようなところだとか、そういうのはある

とかないとかというのを把握はされていますか。 

○高橋善彦介護福祉課長 先ほども若干答弁の中で

申し上げましたけれども、市内における入所系施設

については、今回の制度を使った陰圧装置の設置と

いうものはないということを確認しております。 

○平賀貴幸委員 そこはわかったのですけれども、

現有しているところがあるのかないのか、そこは押

さえているかどうか、伺いたかったのですけれど

も。 

この制度を使う、使わないのではなくて、もう既

に持っているとか、運用ができるところが網走市内

の施設にあるのかどうかなのですけれども。 

○高橋善彦介護福祉課長 地域密着型の施設につき

ましては、ないものというような形で認識はしてお

ります。 

広域にほかの大きい特別養護老人ホームですと

か、老健に関しては、実際に確認をしたわけではご

ざいませんのでないとは言い切れませんが、そうい

ったようなお話等々を聞いておりませんので、ない

ものと認識はしているところでございます。 

○平賀貴幸委員 所管が、結局道がこれから進めて

いくことになると思うので、そういうことがあって

もやむを得ないと思うのですけれども、基本的には

今のこの状況を考えると簡易陰圧装置の設置、ある

いはその陰圧室を持っているということが多分望ま

しいのだと思うのですね。 

その辺は、道からこういう補助金のものがあると

かないとかという働きがあるにせよですね、そうい

うものがあれば、ぜひ積極的にということで、網走

市からもアプローチをしておくべきだと思うのです

けれどもどうでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 北海道からこういった要

望調査等があった場合につきましては、当然事業所

には速やかに周知をしているところでありますし、

うちが所管しない部分につきましても、話す機会な

どがございましたら、そういったところでこういっ

たような事業もあるというような説明はしていきた

いというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 本当にごく初期の防止には有効な

ものだと思いますので、ぜひそこは進めていただき

たいと思いますが、ところで１カ所330万円の事業

費ですけれども、総額が330万円なのでしょうか。

そういう理解でこの全額補助金、10分の10でやれる

ものなのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 今回のこの簡易陰圧装置

の国の交付基準単価につきましては432万円となっ

ておりまして、今回設置する予定のところにつきま

して、１カ所当たり330万円という事業費になって

おります。 

国の、すいません、10分の10補助でこちらが設置

できるという形でございます。 

○平賀貴幸委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、簡易陰圧装置設置支援補助金に

ついては、全会一致により原案可決すべきものとし

て決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、一時保育事業について説明を求

めます。 

○高畑公朋子育て支援課長 議案資料26ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計保育所費補正予算、一時保育

事業について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でございますが、国の子ど

も・子育て支援交付金の交付基準額が増額改定され

たことに伴い、一時保育に係る事業委託費を増額す

るため、次の経費を追加補正するものであり、金額

は370万2,000円となります。 

事業内容でございますが、保育園や認定こども園

を利用していない方に対し、一時的な保育や保護者

の傷病等による緊急時の保育に対応するものであ
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り、当初１施設当たり176万3,000円であった国の基

準額が１施設当たり299万7,000円に増額改定された

ため、一時保育の受託者であるいせの里保育園、認

定こども園つくし、認定こども園潮見の一時保育業

務委託費を国の基準額に基づき増額するものでござ

います。 

次に補正額でございますが、歳出予算における補

正前の額、補正額、財源内訳、補正後の額につきま

しては、（１）に記載のとおりでございまして、財

源内訳は国庫補助金、道補助金、基金繰入金、それ

ぞれ123万4,000円でございます。 

歳入予算における補正後の額につきましては、

（２）に記載のとおりでございます。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいでしょうか。 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、一時保育事業については、全会

一致により原案可決すべきものとして決定してよろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、保育所等換気対策事業について

説明を求めます。 

○高畑公朋子育て支援課長 議案資料27ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計保育所費補正予算、保育所等

換気対策事業について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でございますが、国の新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、ひまわり保育園及び子育て支援センターひまわ

りにおける感染症対策として、換気機能つきのエア

コンを設置するため、次の経費を追加補正するもの

であり金額は400万円となります。 

事業内容でございますが、ひまわり保育園は、エ

アコン未設置な部屋２箇所、及び３歳以上児が昼寝

の際に使用している遊戯室１カ所の計３カ所、子育

て支援センターひまわりは、エアコン未設置の部屋

１カ所の、合計４カ所に換気機能つきのエアコンを

設置するものでございます。 

次に補正額でございますが、歳出予算における補

正前の額、補正額、財源内訳、補正後の額につきま

しては、（１）に記載のとおりでございまして、財

源内訳は全額国庫補助金でございます。 

歳入予算における補正後の額につきましては、

（２）に記載のとおりでございます。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいでしょうか。 

それではお諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、保育所等換気対策事業について

は、全会一致により原案可決すべきものとして決定

してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、生活保護事業について説明を求

めます。 

○江口優一社会福祉課長 議案資料28ページを御覧

願います。 

令和２年度一般会計扶助費生活保護事業の補正予

算について御説明いたします。 

１の補正の理由及び内容でございますが、平成31

年度生活保護国庫負担金の精算のため、所要の費用

の追加補正を行うものでございます。 

２の補正額ですが、（１）の歳出予算につきまし

ては、被保護者数の減少等により国庫負担金の実績

額が申請額を下回ったため、生活扶助費、介護扶助

費で954万円を返還するもので、歳出予算の補正前

の額、補正額、補正後の額は記載のとおりでござい

ます。 

（２）の歳入予算につきましては、医療扶助分の

増加により、実績額が申請額を1,322万7,000円上回

ったことで、追加交付されることとなったため、増

額補正することとし、補正前の額、補正額、補正後

の額は記載のとおりでございます。 

なお、歳出で増額補正する954万円の財源としま

しては、国庫負担金の追加交付額1,322万7,000円の

うち、返還額として954万円を支出し、残額の368万

7,000円は、一般財源に繰り入れする財源補正を行

うものでございます。 



- 9 -  

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。  

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、生活保護事業については、全会

一致により原案可決すべきものとして決定してよろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第２号令和２年度網走市国民健康保険特別会

計補正予算、国民健康保険事業準備基金積立金、過

年度保険給付費等交付金償還金について説明を求め

ます。 

○清杉利明戸籍保険課長 続きまして、議案資料31

ページの資料１号を御覧ください。 

令和２年度国民健康保険特別会計補正予算、国民

健康保険事業準備基金積立金、及び過年度保険給付

費等交付金償還金につきまして御説明いたします。 

補正の理由及び内容でございますが、前年度繰越

金及び前年度保険給付費等交付金返還金の確定に伴

い、次の経費を追加補正するものでございます。 

補正の内容でございますが、１点目は前年度繰越

金のうち、平成31年度国民健康保険特別会計の決算

剰余金としまして、2,178万1,000円を国民健康保険

事業準備基金に積み立てするものでございます。 

次に、２点目は平成31年度保険給付費等交付金の

確定に伴い、超過分の精算としまして交付金1,715

万8,000円を返還するものでございます。 

合計では、3,893万9,000円を増額補正するもので

ございます。 

次に補正額でございますが、（１）歳出予算のう

ち、①国民健康保険事業準備基金積立金の補正額に

つきましては2,178万1,000円、②の過年度保険給付

費等交付金償還金の補正額につきましては1,715万

8,000円で、補正額の財源内訳につきましては、い

ずれの事業も全額繰越金でございます。 

また、補正前の額、補正後の額につきましては、表

に記載のとおりでございます。 

また、（２）歳入予算につきましても表に記載の

とおりでございます。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいでしょうか。 

それでは、議案第２号令和２年度網走市国民健康

保険特別会計補正予算、国民健康保険事業準備基金

積立金、過年度保険給付費等交付金償還金について

は、全会一致により原案可決すべきものとして決定

してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第６号網走市公の施設に係る指定管理者の指

定についての所管分、網走市総合福祉センターと、

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算中、

所管分のうち、網走市総合福祉センター管理委託料

の債務負担行為の補正について、併せて説明を求め

ます。 

○江口優一社会福祉課長  議案資料33ページ資料

３号を御覧願います。 

網走市公の施設に係る指定管理者の指定について

御説明いたします。 

本ページ設定一覧の上から２段目、健康福祉部所

管の網走市総合福祉センターにつきまして、令和２

年11月10日に開催いたしました、指定管理者合同選

定委員会におきまして、本施設が高齢者、母子家庭

及び障がい者等の福祉を助長し、その向上を図るこ

とを目的として、生活健康等の相談や指導、生活福

祉団体の活動を助長すること等に利用されている施

設であるため、施設の性質、目的及び利用者等の処

遇を含めた事業の継続性を考慮し、特定の団体によ

る管理が望ましいとの理由から非公募とし、令和３

年度から令和５年度の３年間につきましても、引き

続き社会福祉法人網走市社会福祉協議会を指定管理

者の候補者として選定したところでございます。 

また、その際の管理委託料の債務負担限度額は３

年間で3,965万1,000円となっております。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○平賀貴幸委員 従来から福祉センター、それから

デイサービスセンターについては、指定管理者の更

新があるときに同じような質問を繰り返しさせてい

ただいているのですけれども、私はやっぱりこの施
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設は、公募すべきだというふうに思っている立場で

ございます。 

なぜならば、もう長年ですね、介護保険の制度が

始まって、様々な団体がもう育っている状況であり

ますし、障害者自立支援法から総合福祉のサービス

に変わりながらですね、いろいろ何でも育っていっ

て、福祉団体の地域に育っている状況の中で、公募

をしないでそのまま続けるというのは、私は本来で

はないのだろうというふうに思っております。 

これはいろいろな刺激も含めてですね、与える必

要があるのだというふうに思いますし、事業の変化

も考えなければいけない。 

他の自治体の事例を見ても、この辺の施設は公募

しながらやっているところも増えてきている状況

は、前進的ですから一気に増えるようなことはあり

ませんけれども、少しずつ出てきている状況がある

のは、制度開始から明らかになっていることだと思

うのですね。 

その辺を踏まえて、公募せずに非公募にした理由

をもう少し教えていただきたいと思います。 

○江口優一社会福祉課長  網走市総合福祉センタ

ーの業務としましては、生活相談や健康相談、更生

相談を行う。 

また、講習会、研修会、集会場及びレクリエーシ

ョン等の実施及び集会等施設を提供することなど、

総合福祉センターでやることとなっておりまして、

社会福祉協議会はこのような業務を福祉団体中心と

して行っており、施設の目的にかなった事業を行っ

ていることから、指定管理者としてふさわしいと判

断したものでございます。 

また、この社会福祉協議会につきましては、様々

な福祉団体の事務局を担っておりまして、協議会が

福祉センターを管理することで、福祉団体との情報

交換等を円滑にできるというメリットもあると判断

し、非公募としたところでございます。 

○平賀貴幸委員 別に社会福祉協議会さんにその能

力がないとか、そういうことを申し上げているので

はないので、そこは認識していただきたいのですけ

れども、私が申し上げているのは、今おっしゃった

ような業務というのは、他の福祉団体でも基本的に

はできることばかりだということなのですよね。 

だからこそ、公募をかけて実際に事業を見直すと

ころがないかというところを数年に一度、見直すと

いうのも指定管理者の一つの仕組みや役割だと思う

のです。 

だからこそ、公募を今後は検討すべきだと、今回

公募を改めてするというか、そういう話をするつも

りはもちろんないのですけれども、今後はこの種の

施設は他の団体でもできますから、公募をしてです

ね、改めて企画をお互いに競い合わせながらやって

いくという形にして、よりよい状況をさらにつくる

というところを行政として進めていくべきだと思う

のですけれども、いかがでしょう。 

○江口優一社会福祉課長  今回、平賀議員のおっ

しゃったことも参考とさせていただきまして、次回

の選定等につきましても検討させていただきたいと

考えます。 

○平賀貴幸委員 非公募と公募で、それぞれの施設

でいろいろ考え方が分かれるのだというふうに思い

ます。 

ただ繰り返しますけれども、この種の施設につい

ては、もう既に社会福祉協議会さんじゃなくても、

運営できる団体が実際あるというのが現実だと思い

ますし、社会福祉協議会さんの本来業務の利害関係

の調整の中心にいろいろやっていって、地域の福祉

に取り組んでいくという方に制度化したほうが、福

祉のまちづくりとしていいという考え方を持ってい

る自治体もあって、動いているということもぜひ押

さえながらですね、研究や検討していっていただき

たいと思います。 

以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

確認ですが平賀委員は、指定管理者の今回の指定

については賛成ということで捉えてよろしいでしょ

うか。 

○平賀貴幸委員 申し上げたとおりです。 

○永本浩子委員長 それではお諮りいたします。 

初めに、議案第６号網走市公の施設に係る指定管

理者の指定についての所管分、網走市総合福祉セン

ターは、全会一致により原案可決すべきものとして

決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に、議案第１号令和２年度網

走市一般会計補正予算中、所管分のうち、網走市総

合福祉センター、管理委託料の債務負担行為の補正

については、全会一致により原案可決すべきものと

して決定してよろしいでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第６号網走市公の施設に係る指定管理者の指

定についての所管分、網走市老人デイサービスセン

ターの説明を求めます。 

○高橋善彦介護福祉課長 それでは議案資料の33ペ

ージを御覧願います。 

網走市公の施設に係る指定管理者の指定につきま

して御説明をいたします。 

指定管理者に管理を行わせる施設及び債務負担行

為額設定一覧の上から２段目、健康福祉部所管網走

市老人デイサービスセンターにつきましては、自立

生活の助長、社会的孤独感の解消、心身機能の維持

向上、さらに家族の身体的、精神的な負担軽減を図

ることを目的に設置しておりまして、平成18年度か

ら、社会福祉法人網走市社会福祉協議会を指定管理

者に選定し、現在在宅の高齢者を対象として介護予

防、日常生活支援総合事業の通所型サービス、及び

介護保険事業の通所介護を実施しているところでご

ざいます。 

令和２年11月10日に開催いたしました、指定管理

者合同選定委員会におきまして、施設の性質、目的

及び、利用者等の処遇を含めた事業の継続性を考慮

し、特定の団体による管理が望ましいとの理由によ

り非公募とし、令和３年度から令和５年度の３年間

につきましても、引き続き社会福祉法人網走市社会

福祉協議会を指定管理者の候補者として選定したと

ころでございます。 

また、その際の管理委託料の債務負担行為額につ

きましては、管理団体の自主財源となる介護予防日

常生活支援総合事業及び介護保険事業に伴う収入に

よる維持管理となるため、３年間でゼロ円となって

おります。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りいたします。 

議案第６号網走市公の施設に係る指定管理者の指

定についての所管分、網走市老人デイサービスセン

ターについては、全会一致により原案可決すべきも

のとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

ここで理事者入替えのため、暫時休憩いたしま

す。 

10分間の休憩をとりたいと思います。 

午前10時52分休憩 

午前10時59分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

次に、教育委員会関係に入ります。 

初めに、議案第１号令和２年度網走市一般会計補

正予算中、所管分のうち、教員住宅確保対策事業に

ついて説明を求めます。 

○小松広典学校教育課長 議案資料の29ページを御

覧願います。 

令和２年度一般会計補正予算のうち、教育委員会

費、教員住宅確保対策事業の概要について御説明い

たします。 

補正の理由でございますが、株式会社網走振興公

社が教職員住宅として借り上げしている、民間アパ

ート２棟の借り上げが今年度末で終了することに伴

い、入居者に対する移転補償と、今年度の入居者が

当初想定を下回ったことにより、家主に対する家賃

相当額の不足が生じるため、所要の経費を追加補正

しようとするものでございます。 

補正の内容につきましては、当初見込みより増加

しました、空室等に対する家賃相当額の保障とし

て、314万4,000円でございます。 

また、移転補償単価の増、移転対象戸数の増、仲

介手数料の支援により、移転補償としまして197万

1,000円でございます。 

事業費につきましては、負担金補助及び交付金と

して511万5,000円の増、財源につきましては２の

（１）に記載のとおりでございます。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 この空室等による家賃相当額の補

償314万4,000円なのですけれども、この１年間の損

失補償なのですか。 

○小松広典学校教育課長 今年度分の空室の分の金

額となります。 

○村椿敏章委員 では、過去にもこの損失補償とい

うのはされているのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 空室に係る家賃につきま

しては、かかるものですので、空室が生じた場合に

ついてはこれまでも保障しているものでございま
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す。 

○村椿敏章委員 この借り上げの住宅というのは、

今季で終わりということですけれども、今回補償す

る部分以外にも借り上げの住宅はあるのですか。 

○小松広典学校教育課長 民間から借り上げている

住宅につきましては、この２棟36戸でございます。 

今現在は36戸でございます。 

○村椿敏章委員 ということは、来年度からこの借

り上げの住宅はないというふうに考えてよろしいで

すか。 

○小松広典学校教育課長 そのとおりでございま

す。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 それでほかに質疑ございません

か。 

○平賀貴幸委員 ちょっと確認させていただきます

けれども、空室等に対する家賃相当額の補償という

のが、年度途中でこうやって発生するのを見るの

は、私の記憶では初めてなのかなと思っていますけ

れども、これは今年度いっぱいで借り上げ期間が終

了するから、そもそもここを選んでも仕方がないと

か、そういう理由で空室が生じたというふうに考え

ていのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 もともと入居されている

方につきましては、３月の時点で、令和２年度で、

この住宅は終了するということはお伝えしておりま

す。 

その中でも空室が出ますと、やはり補償金額は増

えますので、１年ですけれども入っていただける方

はいますか、というような声かけもさせていただき

まして、できるだけこの辺の家賃補助ですね、空室

に対する家賃の補助が出ないような、金額として増

大するようなことがないような工夫をさせていただ

いて、この辺については制度を運用させていただい

たという状況でございます。 

○平賀貴幸委員 理解させていただきました。 

それでも、どうしても生じる部分が補正で出てき

たということで理解させていただきますが、その

際、１年だけでもという方を中心に、移転補償はあ

るということは最初から織り込み済みの契約になっ

ていたということで考えていいのでしょうか。 

○小松広典学校教育課長 移転補償につきまして

は、当初予算で見込んでいるとおり基本的といいま

すか、移転補償があるという形でのお話をさせてい

ただいております。 

○平賀貴幸委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、お諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、教員住宅確保対策事業について

は、全会一致により原案可決すべきものとして決定

してよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定いたしました。 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、スクールバス密集対策事業につ

いて説明を求めます。 

○小松広典学校教育課長 議案資料の30ページを御

覧願います。 

令和２年度一般会計補正予算のうち、教育委員会

費スクールバス密集対策事業の概要について御説明

いたします。 

補正の理由でございますが、スクールバスの運行

に関し密集を避ける感染予防対策として、国の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活

用し、登校便を増便しているところでございますけ

れども、現在の感染の状況から引き続き増便運行す

るため、所要の経費を追加補正しようとするもので

ございます。 

事業の内容につきましては、現行の登校便の増便

につきましては、冬季休業に入る前までとしており

ましたが、これを継続する形で冬季休業明けから春

季休業の前まで４台増便する内容でございます。 

事業費につきましては、委託料770万円の増額、

財源につきましては２の（１）に記載のとおりでご

ざいます。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいですか。 

それでは、議案第１号令和２年度網走市一般会計

補正予算中、所管分のうち、スクールバス密集対策

事業については、全会一致により原案可決すべきも

のとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 
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○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第６号網走市公の施設に係る指定管理者の指

定についての所管分、網走市屋内ゲートボール場と

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算中、

所管分のうち、網走市屋内ゲートボール場管理委託

料の債務負担行為の補正について、併せて説明を求

めます。 

○阿部昌和スポーツ課長  議案資料の33ページ資

料３号を御覧ください。 

議案第６号網走市公の施設に係る指定管理者の指

定について御説明いたします。 

資料の下から１段目、網走市屋内ゲートボール場

につきまして、令和２年11月10日に開催しました指

定管理者合同選定委員会におきまして、応募された

１社により事業計画等の提案説明を受け評価し、令

和３年度から令和５年度の３年間につきましても、

引き続き公益社団法人網走市シルバー人材センター

を指定管理者の候補者として選定したところでござ

います。 

また、その際の管理委託料の債務負担限度額は、

３年間で1,618万2,000円でございます。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○金兵智則委員 ちょっとお伺いしたいと思うので

すけれども、令和３年度から５年度が1,618万2,000

円の管理委託料だということなのですけれども、こ

れは前回の３年間と比べて、どのような形になって

いるのかをお伺いしたいというふうに思います。 

○阿部昌和スポーツ課長  委託料の前回と今回と

の差につきましては、前回の３年間分で1,498万

2,000円でございましたので、今回とは120万円の差

ということになります。 

○金兵智則委員 120万円の増額が３年間であった

ということですけれども、ざっくり年間40万円の値

上がりになるのかなというふうに思うのですけれど

も、料金収入の部分については前回の３年間と比べ

てどうなのでしょうか。 

○阿部昌和スポーツ課長 ３年間での利用料収入と

いうことになりますと、前回に比べまして今回は30

万円程度が減少する見込みで積算しているところで

ございます。 

○金兵智則委員 屋内ゲートボール場ですけれど

も、屋内というか、屋外というか、そういう施設な

のかなというふうに思いますけれども、今、コロナ

の影響によってその施設の使用頻度というのは、ど

のように変わってきていて、それで何十万円かのダ

ウンだけで済むものなのかどうなのか、その辺はど

うなのかをお伺いしたいというふうに思います。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時11分休憩 

午前11時12分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

金兵委員の質問に対する答弁から。 

○吉村学社会教育部長 コロナ禍の影響も踏まえた

利用収入に対する考え方でございますが、まず積算

に当たりましては、過去３年間の利用ベースで平準

化して積算をさせていただきまして、指定管理を請

け負っていただくところとは、これからゲートボー

ル需要などもございますので、利用の振興について

は、協議をしながら少しでも利用増につながるよう

な形を利用者に検討していくことになっております

が、このコロナも踏まえて、今後利用者が減少して

いくというところにつきましては、毎年度収支の差

額を見ながら、その利用状況、利用収入が減少とな

る大きな部分については、その補填も含めて単年度

で協議をしながら適切に対応していこうということ

で考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

今後状況を見ながら対応していただけるというこ

とでしたので、それでいいのかなというふうに思い

ますけれども、多分今年度１年間と過去の２年間の

平準化してしまうと、多分それでは計算上うまくい

かないんじゃないのかなというふうに思います。 

それを踏まえての今後、また１年ずつ見ていくと

いうことですので、それで理解をさせていただきた

いというふうに思います。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいでしょうか。 

それではお諮りいたします。 

初めに、議案第６号網走市公の施設に係る指定管

理者の指定についての所管分、網走市屋内ゲートボ

ール場については、全会一致により原案可決すべき

として決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

○永本浩子委員長 次に、議案第１号令和２年度網

走市一般会計補正予算中所管分のうち、網走市屋内

ゲートボール場管理委託料の債務負担行為の補正に
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ついては、全会一致により原案可決すべきものとし

て決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 次に移ります。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算

中、所管分のうち、網走市体育施設管理委託料の債

務負担行為の補正について説明を求めます。 

○阿部昌和スポーツ課長 議案の事項別明細書12ペ

ージを御覧ください。 

令和２年度一般会計補正予算網走市公の施設の指

定管理委託料の中間見直しに伴う債務負担行為の設

定について御説明いたします。 

下から１段目の網走市体育施設につきましては、

平成30年度から令和５年度の６年間、株式会社日専

連オホーツク網走を指定管理者として運営しており

ます。 

今回指定から３年が経過したため、運営状況のヒ

アリングを行い経費等の見直しをしたところ、今後

の３年間において消費税率10％への引上げ、人件費

に係る最低賃金の引き上げ等により経費の増加が見

込まれることから、令和３年から令和５年までの３

年間の管理委託料の債務負担行為限度額を増額する

ことといたしました。 

見直し分の限度額は、令和３年から令和５年まで

の３年間で1,393万2,000円でございます。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 今回の見直し分の中で、先ほどの

ゲートボール場でもあったと思うのですが、利用料

のですね、減少なども見込んで見直しをされている

のでしょうか。 

○阿部昌和スポーツ課長 そういう分も見込んでの

積算となります。 

○村椿敏章委員 見込んでのというのは、どれほど

かわかりますか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時18分休憩 

午前11時20分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

村椿委員の質疑に対する答弁から。 

○阿部昌和スポーツ課長 まず、利用料のほうの前

回との比較でございますが、前回から利用料は体育

施設全体になりますけれども、利用料として710万

円程度の減額を見込んでおります。 

それに対しまして、人件費等が806万円程度、そ

の他管理費、事務費経費等も前回から比べまして３

年間で100万円程度増加していることから、全てを

合計いたしまして、先ほどの1,393万2,000円という

ことになります。 

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時21分休憩 

午前11時36分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

村椿委員の質疑に対する答弁から。 

○古田孝仁財政課長 それでは、指定管理者の債務

負担に関することでございますが、体育施設といた

しまして1,393万2,000円の債務負担額の追加という

内容の詳細でございますが、個別的な施設で申し上

げますと市民健康プールにつきましては３カ年で

263万1,000円の追加、こちらは主に燃料費が高くな

っていることでございます。 

そして、スポーツ・トレーニングフィールドにつ

きましては、384万9,000円の追加でございますが、

こちらにつきましては、利用料の収入を見込んでい

る利用者数が落ち込んでいるということですので、

その辺の利用の実態を反映して追加となるものでご

ざいます。 

また、オホーツクドームにつきましては、725万

1,000円の追加となっておりまして、こちらについ

ても大きい要因といたしましては、燃料費の増とい

うものでございます。 

続きましてスキー場でございますが、こちらは

235万8,000円の減ということでございます。 

こちらは、人件費の見直し等が行われた結果でご

ざいます。 

また、スケート場におきましては80万1,000円の

減ということで、こちらにつきましても人件費の見

直しを行ったものによるものでございます。 

説明は以上です。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

ありがとうございます。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいでしょうか。 

それではなきようですので、お諮りいたします。 

議案第１号令和２年度網走市一般会計補正予算
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中、所管分のうち、網走市体育施設管理委託料の債

務負担行為の補正については、全会一致により原案

可決すべきものとして決定してよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

ここで理事者入替えの予定でしたけれども、理事

者のほうから、このまま続行していただいて構いま

せんとの申し出がありましたので、次の審査に入り

たいと思います。 

それでは次に、請願の審査を行います。 

初めに、請願第13号「おいしいまち網走」の学校

給食の未来をともに考えることを求める請願につい

て審査いたします。 

この請願第13号は、本年３月６日に当委員会に付

託されましたが、請願者より12月７日付で取下願が

提出されております。 

委員会として、請願第13号について取下承認すべ

きものとしてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように扱わせていただきます。 

 

○永本浩子委員長 それでは次に移ります。 

請願第19号学校給食の一部集約及び調理業務等の

民間委託をしないよう求める請願について審査いた

します。 

この請願について、委員の皆さんの御見解をお示

しいただきたいと思います。 

○古田純也委員 網走の給食は、大変、ご異動され

てきた先生方からも評価が高く、おいしいという話

を、よく私は以前の職場で学校を出入りしていたの

で聞いてはいたのですが、おいしい給食を今以上に

ですね、あげたいという、大変、親としてはありが

たい話なのですが、実際には物価上昇がしておりま

すし、雇用の見直しのことを考えると賃金上昇なん

かを、行き着くところはやはり給食費値上げという

問題に私は到達するのかなと思います。 

ただ、それを本当に保護者が望んでいるかどうか

を考えると、この意見についてはなかなか採択でき

ないと思います。 

○永本浩子委員長 不採択ということでよろしいで

しょうか。 

〇古田純也委員 はい。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかに御意見いかが

でしょうか。 

○村椿敏章委員 私は、給食費が上がるというふう

には考えなかったのですけれども、まずこの請願の

中で市役所案一択の解決ではなく、調理員の賃金も

含めた雇用体系の見直し、例えばパートタイムを認

めるなどという部分で、ちょっと気になったところ

だったのですが、実際ね、調理員の雇用体制の見直

しというのも、今の現状はどうなっているのか、今

の現状でいくと、パートタイムというのはないとい

うことなのですかね。 

現状をちょっと知りたいなと思ったのですが、確

認したいのですけれども。 

○永本浩子委員長 理事者のほうでお答え願えます

か。 

パートの職員が、現在いるのかどうかという。 

○小松広典学校教育課長 現在の学校給食の調理員

の雇用形態でございますけれども、調理員につきま

しては正職員が６名、それから会計年度任用職員と

いう形で35名おりますけれども、会計年度任用職員

につきましてはパートタイムの勤務形態となってお

ります。 

○村椿敏章委員 そのパートタイムということなの

ですが、これは認められていると。１日８時間の、

１日の労働時間は何時間ですか。 

１日７時間とか、そういう時間で決まっていると

いうことですか。 

○小松広典学校教育課長 パートタイムの会計年度

任用職員の勤務時間は、１日６時間となっておりま

す。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

今現在は６時間と。 

なかなかこの給食調理員がね、集まらない理由と

して、その６時間が長過ぎてね、うまく対応できな

いとかそういうこともあると思うのですが、その点

についてはどうなのでしょうか。 

○永本浩子委員長 これは委員会での請願に関する

審査なので、理事者と話す場ではないので必要なこ

とだけをお願いしたいと思います。 

○村椿敏章委員 言っていることはわかりました。 

ちょっとその辺もね、確認したいなと思ったもの

ですから、そんな話になりました。 

私の意見としてはね、やはり今の調理員が集まら

ないという部分を改善することで、民間委託しない

ようにできるのではないかと思っているものですか

ら、今話をさせてもらったのです。 

ぜひですね、この請願を採択して、何とか今のお
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いしい網走の給食を残してほしいと思うので、この

請願については採択すべきと考えております。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかの委員の皆さん

はいかがでしょうか。 

○金兵智則委員 結論から先に言わせていただけれ

ば、採択すべきだというふうに私は思います。 

多分、最初の古田委員が言ったのは、今よりもよ

り良いという部分を突き詰めていくと、給食費が上

がるという話だったのだというふうに思うのですけ

れども、今のものを維持するような議論をしていく

のではなく、上を見て議論していきましょうよと、

それで維持が保たれていくのですよっていう意味な

のだと、僕は思うのですよね。 

ただ、ものをよくして給食費上げろっていう請願

では僕はないと思っていて、民間委託をしなくても

議論を重ねていく上で、おいしい給食を保てるとい

うところもあるというところもありますし、あと調

理員の不足の部分について言えば、これは多分、書

いていることを当たり前のこと、当たり前のように

やって、当たり前に調理員を採用してくださいとい

う、普通の民間企業であれば当たり前のことをやっ

てくださいと言っていることだと思うので、そんな

に難しいことを言っていることでは、僕はないと思

います。 

なので、これは普通に採択するべきだというふう

に僕は思います。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の皆さんいかがでし

ょうか。 

○工藤英治委員 少し長くなりますが、人力から動

力に変わった、そして蒸気から電力に変わった、そ

の代わりと同じように、今、現社会デジタル化を急

速に進めなければならない時代になっていると思っ

ております。 

そんな意味合いからも、教育が社会参加に適した

人を育てていくに当たって、英語またプログラミン

グ等が必須になってきております。 

呼人の現状を考えてみると、呼人の中学校が平成

元年に62人おりました。 

そして小学校は108人、それが今、小学校が30

人、そして令和６年には14人になります。 

そして呼人の中学生は現在18人です。 

このことを鑑みると、教職員の適正配置ができる

のか心配です。 

今、学校給食の合理化の話でございますが、先ほ

ど指定管理者等制度の中でも、民間がそれぞれノウ

ハウを蓄積しているから、公募で進める時代になっ

てきております。 

そのことを鑑みると、合理化されても、なおより

よく安全で安心な学校給食等は進めていけるものと

思っております。 

子供の教育環境をより一層充実させていくには、

そちらのほうが今、最も大事なことであって、学校

給食を持続する形を議論して、もしそれがなし遂げ

られたとしても、逆に本当に子供の教育環境が遅れ

ていくのではないか、速やかに学校統廃合等を考

え、より教育環境を整えるのが専決ではないかなと

思うので、この付託請願に対しては不採択とさせて

いただきます。 

○平賀貴幸委員 まず、この請願については、学校

統廃合の話は全く関係ないので、それは参考という

か、そういう話もありましたけれども、全く関係が

ないということは申し上げておきたいと思います。 

その上で、実際にこれまでのやり取りを、この課

題について考えているときに、まだまだ議論をしな

ければいけない状況にあるなというのは、私の認識

するところですので、こういう請願が出てくるのも

やむを得ないのだろうなと思うのが１点、それから

詳細は申し上げませんけれども、つい最近ですね、

学校の校外学習において、アレルギーのあるお子さ

んに対する食事の提供について問題が生じたという

ことを把握しております。 

多分、教育委員会もわかっていらっしゃると思い

ますが、そこも結局、外部の委託をされている食事

を出す機関が運営をしている施設における状況でし

たので、やはりその外部委託をするのと直営とで

は、幸いそこは事故になっていないのですけれど

も、事故が生じかねないことが起こり得るというこ

とは、確率としては高まるのだなってことを、一つ

また証明したことなのかなという認識を私もしてい

るところです。 

そういった事象がつい最近あったことも踏まえて

ですね、やはりまだまだ学校給食を集約する、一部

とはいえ、することあるいは調理業務を民間に委託

することについては、議論しなければいけない課題

だなという認識であります。 

そういったことを踏まえながら、この請願につい

ては採択をして、引き続き議論をするということが

私は必要だろう、肝要だろうというふうに思うとこ

ろです。 

○永本浩子委員長 そのほか。 
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○近藤憲治委員 それでは、私の見解を述べさせて

いただきたいと思いますが、まずこういった形でで

すね、市政の案件に関心を寄せいただいているとい

うことについては、感謝を申し上げたいと思いま

す。 

ただ、先ほど工藤委員の発言の中にもありました

けれども、やはりこの手のお話は、網走市の将来像

を考えていくところから逆算をして手を打っていく

必要があるというふうに考えています。 

網走市が過去に策定をした人口ビジョンでは、小

学校、中学校に通う年少人口というのがざっくり言

ってしまうと、2040年には今の半分になるというの

はもう明確に書かれています。 

その中で、学校としての機能をどう持続可能な形

にしていくのか、さらにそこに付帯している給食や

部活動をどうしていくのかという全体像を考えなが

ら、今打っていく手を導き出していくという作業が

必要だと思います。 

学校給食をどう維持していくかという点について

は、公共サービスとしての質を維持しながら、どう

ダウンサイジングをしていくのか。 

また、既に現場で露見をしている調理の担い手の

確保の問題というのをどう解決していくのか。 

一方で、現在の網走の学校給食が持っている良い

部分をどう伸ばしていくのか。 

また、学校給食に内包されている課題、先ほど古

田委員も御指摘をされていた原材料費の高騰ですと

か、また給食費の未納の問題等であります。 

最後に、そういったもろもろの取組を地域内の資

本の好循環を生み出すためのアプローチに、どうつ

なげていくかというような視点で考えていく必要が

あると思っております。 

そういう点でいきますと、網走市はこれまでも人

口減少を念頭に置いて、また一方で、財政の健全化

ということも念頭に置いて行政改革に取り組んでき

たというふうに認識をしておりまして、今まさにこ

の請願で、今話題となっている学校給食の一部集約

及び調理業務の民間委託というのは、その大きな流

れの中に位置づけられているものというふうに認識

をしているところであります。 

ですので、るる述べさせていただきましたけれど

も、やはりこの請願の文言には、未来の給食に向け

た議論を望んでいるということですけれども、まさ

に今、教育委員会が考えているこれからの流れ、そ

して、これまでの所管事務調査で明らかになってき

ている部分も含めて、未来の給食、まさに今やって

いる最中でありますし、私の考え方といたしまして

は、一つの方向性としては民間委託をして、持続可

能性を担保していくという部分にはですね、重きを

置いているわけですので、そういった点ではこの請

願第19号のタイトルにも書かれておりますが、民間

委託をしないというふうに明確に考えておられる思

いについては、見解が一致しないということであり

ますので、不採択というふうに考えております。 

○永本浩子委員長 それでは、採択が３名、不採択

が３名ということで、請願第19号学校給食の一部集

約及び調理業務等の民間委託をしないよう求める請

願については、意見の一致を見なかったため、閉会

中継続審査することとして決定してよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定されました。 

 

○永本浩子委員長 このあと、請願３件が残ってい

る状況ですけれども、時間的に昼食の時間が近づい

ておりますけれども、このまま続けたほうがいいの

か… 

続けてよろしいですか。 

それでは、次の請願に移りたいと思います。 

では、請願第20号給食の今後に対して民意を取り

入れる請願について、それぞれの皆さんの御見解を

お示しいただきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 理由を申し上げるまでもなく、採

択だと思います。 

民意を取り入れていくのは当然のことですので、

どのような学校給食の変更がこの後あるにしろない

にしろ、民意を取り入れる仕組みをしっかりつくっ

ていくというのは大切なことだと思います。 

ですから、採択をしていただきたいというふうに

思います。 

○永本浩子委員長 ほかの委員はいかがですか。 

 すみません古田委員、マイクが入っていないよう

です。 

○古田純也委員 はい、申し訳ございません。 

もう一度最初から。 

市民の意見を取り入れるための談話会を設置する

ということなので、懇話会ですね、私はこれは採択

したいと思います。 

○永本浩子委員長 採択でよろしいですか。 

古田委員、採択ということでよろしいでしょう
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か。 

よろしいですか。 

○古田純也委員 はい。 

○永本浩子委員長 それではほかの委員、いかがで

しょうか。 

○工藤英治委員 20号、21号、22号、同じような、

近いニュアンスで出されているのですが、ここでも

やはり、集約化を進めるのではなくという文言が入

っていて、結局、記の１でもそうですが、時間をか

けてというけれども、私としては時間をかけるこう

いう場を設置するのでなくという考えでございま

す。 

ですから、いろんな考えがあります。 

ですけれども、私としてはこういう議論する時間

は、痛ましいと思っているので、不採択といたしま

す。 

○永本浩子委員長 他にいかがでしょうか。 

○村椿敏章委員 私は、民意を取り入れる請願は採

択すべきだと思います。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかに。 

○金兵智則委員 今、多分請願20号の民意を取り入

れる請願について、やっているという理解で僕はい

るのですけれども、その中に多分、工藤委員が言っ

ていたその時間をかけてっていう言葉がちょっとよ

くわからなくてですね、この酌む機会をつくること

を求めるところは、その時間をかけるということを

おっしゃっているのかどうなのか、請願第21号でい

けば段階的な集約化と、これが時間的なことなの

か、ちょっとその辺がよくわからなくて、今後進め

ていくに当たっても、その民意を入れる、取り入れ

るための請願ということですので、これをやると時

間が遅くなるのかなというところで、ちょっと先ほ

どのやつがよくわからなかったのですけれども、僕

的にはこれはやっぱり通すべきだというふうに思い

ます。 

○永本浩子委員長 ほかに。 

○近藤憲治委員 それでは、私からもお話をさせて

いただきたいと思います。 

総論的に書いてあることは極めて当たり前のこと

なのですけれども、これまでの所管事務調査の中で

新たに懇話会を設置するということが明らかになっ

て、その話がベースになってこの請願だと思うので

すけれども、例えば市民からの委員募集が２名であ

ること、それから懇話会の開催を平日日中であるこ

とということなのですが、それに対して、市民の参

画がしづらいんじゃないのかという御指摘だと思う

のですよね。 

この部分というのは、まさにこれから運用してい

く話なので、どういう考え方で運用するのかという

のをちょっとまず基本的に伺ってみたいのですけれ

ども、よろしいですか。 

懇話会を。 

○林幸一学校教育部長 この懇話会の運用につきま

しては、公募に関しましては２名ということで進め

させていただいたというところがございますけれど

も、今現在できるならば今月中に１回目を開催でき

ないかなというふうに考えておりまして、事務を取

り進めているところでございます。 

また、委員会の開催につきましては、例えばこの

中で書かれております、開催時間等につきまして

は、こちらは委員さんそれぞれの御都合もあるかと

思いますので、柔軟な対応をしていきたいというこ

とで考えているところでございます。 

○近藤憲治委員 運用の考え方は伺わせていただき

ました。 

こういった請願が出てくるということは、民意を

取り上げていないというふうにお思いなのか、また

はこれから取り入れられないのかもしれないという

懸念なのか、ちょっとその辺のニュアンスは判然と

しませんが、私が見る限りこれまでのプロセスでも

十分に市民の意見を酌み取る機会、または教育委員

会の考え方を伝える機会を設けてきていますし、こ

れからも設けていくという考え方は、所管事務調査

の過去の流れでもわかっていますので、ここで特段

きちんと請願を採択してどうこうという必要性につ

いて、私は感じておりません。 

以上です。 

〇永本浩子委員長 結論としては不採択でよろしい

でしょうか。 

〇近藤憲治委員 不採択で。 

○永本浩子委員長 それでは皆さんから御意見いた

だきまして、採択が４名、不採択が２名ということ

で、請願第20号学校給食の今後に対して民意を取り

入れる請願については、意見の一致を見なかったた

め、閉会中継続審査とすることとして決定してよろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定いたしました。 

 

では次の、請願第21号学校給食の調理場集約化に
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対し段階を踏むことを求める請願についての御意見

を伺いたいと思います。 

○平賀貴幸委員 前回、委員会を開いたときにです

ね、給食について議論する機会がございました。 

私はそのときにも現行の市から、教育委員会から

伺っているのは、２か所に一部集約をするという形

ですけれども、様々な距離的なものですとか、移動

の状況だとかをもろもろ考えるとなかなか２か所で

は無理があって、現行では東小学校を含めてどうし

ても集約化は避けられないのであれば、３か所から

スタートしたほうが安全性もそうですし、様々な課

題も解決しやすいんじゃないかっていうふうなこと

もちょっと申し上げた経緯もございます。 

ですから、段階的にという表現ですけれども、基

本的にはどうしてもこの計画が進むのだということ

であれば、まずは３か所から始めたほうがまだいい

だろうというふうに思っているものですから、そう

いう意味では段階的になるのかなと思いますので、

採択ということでいいのかなというふうに思いま

す。 

○永本浩子委員長 ほかの委員さんの御見解いかが

でしょうか。 

○村椿敏章委員 私も今の東小側のほうの運搬の時

間がですね、かなり長くかかるんじゃないのかとい

う不安もありまして、やはり集約化を一気に東小側

のほうも含めてやってしまうのは無理があると思う

ので、段階踏んでやるというこの請願については採

択すべきだと思います。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかの委員さんいか

がでしょうか。 

○古田純也委員 やはりこれからやろうとしている

ことが、まさにこの児童数の推移を見ながら段階の

集約化ということなので、ただここで決めるものな

のかどうなのかという請願については、ちょっと私

もわかりかねる部分があるのですけれども、採択で

します。 

○永本浩子委員長 ほかの委員さんはいかがでしょ

うか。 

○工藤英治委員 20号から22号までは、同じような

形なのでないかと思っております。 

それぞれの本当に意見、考え方がございましょう

けれども、学校給食に関しましては民間で合理的な

形で運営されていいものと思っております。 

基本的に。 

そのことを考えるとき、民間に委託して不安と

か、そういうことのない時代になっているにもかか

わらず、それを否定されるような中身で、そしてさ

らに私たち自身が、そういったものに対して意見を

挟みながら集約していくよりも、教育関連の人が給

食をしっかりと先を見据えながらやって、提案させ

ていただき、それを審議させていただくだけで私と

しては十分と思っておりますので、この件に関して

も不採択とさせていただきます。 

○永本浩子委員長 ほかの委員さんいかがでしょう

か。 

○近藤憲治委員 これまでこの第21号について、お

話の中でその段階的なというニュアンスは理解をさ

せていただきましたけれども、そもそもこの学校給

食の調理場集約化、さらに一部の民間委託に関して

は、私としては前段申し上げたとおり大きな流れの

中で段階を踏んできた、逆算してみれば親子化だっ

て、そのプロセスの中にはまっていてですね、これ

まで積み上げてきているものです。 

ですから、これは別にとってつけたように始まっ

た話でもないですし、きちんと段階を踏んで行われ

ているものというふうに認識をしておりますので、

見解がちょっと違うなというふうに受け止めさせて

いただいておりますので、この請願については不採

択とさせていただきたいと思います。 

○永本浩子委員長 そのほかよろしいですか、金兵

委員。 

それでは、現在のところこの請願に関しては採択

が３名、不採択が２名ということで、請願第21号学

校給食の調理場集約化に対し段階を踏むことを求め

る請願に関しては、意見の一致を見なかったため、

閉会中継続審査することとして決定してよろしいで

しょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

では、そのように決定いたしました。 

 

それでは続きまして、請願第22号学校給食の品質

向上を求める請願について、それぞれの委員の皆さ

んのご見解をお聞きしたいと思います。 

○古田純也委員 この件に関しては、やはり品質向

上という言葉で私も先ほど申し上げました。 

最終的には、給食費の値上げにつながるのではな

いのだろうかと思いまして、不採択させていただき

ます。 

○平賀貴幸委員 品質を向上させたから採算がとれ

なくなるのだとか、価格が上がるとかそういうもの
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ではないのですよね。 

一方で、品質が下がれば価格が下がるとか、給食

費が下がるとか、そういうそういうものでもないの

ですよ。 

市場でものが動くものですから、人件費や食材費

が上がれば、それは経費的に耐えきれなくなれば初

めて給食費は上がる。 

これは当たり前の話なのですよね。 

ですから、品質の向上そのものが経費の上昇で、

そのまま給食費の値上がりにつながるというわけで

はないので、そこはちょっと認識が違うのだという

ふうに思います。 

それは置いておくのですけれども、学校のケース

についてもそうですけれども、どんなものもそうだ

と思います。 

品質の維持向上をしながら、コストもうまくコン

トロールするということを目指しながら、どんなこ

ともやってくのだというふうに思うのですね。 

給食は、子供たちが食べるものとして大切なもの

ですから、それについて品質の向上を常にしてい

く、そのための様々な仕組みをつくっていくという

こと、あるいは児童生徒の声を聞いていくという仕

組みをつくる、これは今もやられていますけれど

も、さらにそれを深めていくということは当然大切

なことで、行政としては常に追い求めなければいけ

ないことだと思います。 

ですから、ここの請願については採択すべきだと

いうふうに思います。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の方はいかがでしょ

うか。 

○村椿敏章委員 今回の懇話会をつくるということ

も含めて、この学校給食のことについてしっかりと

議論していく場を設けるということですから、品質

向上に向けてもね、網走がやれること、学校給食で

やれることを追求すべきだと思うのですよね。 

学校給食で網走の町がよくなる、網走に住みたく

なる、そんなまちづくりができたらいいなと私も思

いますので、ぜひこれは採択してほしいと思いま

す。 

○永本浩子委員長 ほかの委員さんはいかがでしょ

うか。 

○近藤憲治委員 この請願第22号については、３月

の定例会にも似たようなといいますかですね、ちょ

っと私が議論させていただいたのですが、大変様々

な御懸念や御心配があるのだなというふうに文言を

読みながら思う一方で、その根拠はそもそも何なの

だろうかというのが、極めてよくわからないケース

が多々あります。 

例えば、この全文の中を読ませていただくと、例

えば手間暇の都合で現在の品質が守られなくなると

かですね、調理工程を省略するために使用する食材

の変更がありうるとかですね、そんなことを不安の

声として上げられていますけれども、そもそもちょ

っと教育委員会にもう１回確認したいのですけれど

も、そんな説明もどこかでしているのですか。 

○小松広典学校教育課長 今回の保護者とＰＴＡ関

係の役員さんに説明させていただいている中で、献

立の作成それから食材料の調達につきましては、こ

れまでどおり直営で行うという説明をさせていただ

いております。 

○近藤憲治委員 もう一つですね、この文言の中に

ある調理工程を省略するから食材の変更がありうる

とか、そういった説明もしているのでしょうか。 

○林幸一学校教育部長 説明会の中でお話しさせて

いただいていますのは、調理工程等についてもです

ね、献立の作成は直営のほうでやらせていただきま

すと。 

それに伴っての調理工程、作業等についても、今

私どもが考えているのは、管理者等を通じてしっか

り指導していきますということをお話しさせてもら

っているということでございます。 

そういう説明をさせていただいていますので、こ

ういったここに書かれているようなことは、私ども

からはお話しをしていないところでございます。 

○近藤憲治委員 そう考えると、この前文に書いて

あることは請願を出された方なのか、それともそれ

を紹介された方なのか、どなたかよくわかりません

けれども、そういう思いというか、考えをここに書

かれたというふうに受け止めさせていただきまし

た。 

あくまでも、一つの政策に対しての最終的な予算

が出ていたときの判断になるかと思いますが、やは

り事実の積み上げ、考え方の積み上げ方で、きちん

と判断をしていく必要があると思いますので、こう

いった思いとしてあるということは受け止めさせて

いただきますけれども、それをそうですねというこ

とで、ここで私が承諾する形にはできかねますの

で、この請願については不採択とさせていただきた

いと思います。 

○永本浩子委員長 それではほかの委員の皆さんい
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かがでしょうか。 

○金兵智則委員 まずこの請願について書いてある

ことについては、まずはそのとおりだなというふう

に思います。 

子供たちの声を聞くこと、市民の声を聞くこと、

今も多分やられていることなのだと思いますけれど

も、それを継続していって、もっとしっかりとした

仕組みづくりをしてくださいということでもありま

すし、今これは思いを勝手に書いてあるだけだから

賛同できないというようなお話もありましたけれど

も、一方で多分調べたところそういった実例もあっ

たからこそ、このように書いてあるのだというふう

に思います。 

それが網走に通じるかどうかというのは、また別

問題なのかもしれませんけれども、そういうような

事例がある、あったということから、心配、不安な

気持ちが出てきたのだというふうに思います。 

事実としてあったというお話だと思いますので、

ただただ思いだということで片づけるのはどうなの

かなというふうには思います。 

○永本浩子委員長 金兵委員としては、この請願に

関しては採択ということでよろしいですか。 

○金兵智則委員 はい。 

○平賀貴幸委員 教育委員会に参考までに聞きます

けれども、今までのやりとりの中でですね、調理工

程を省略するために使用する食材の変更は、絶対に

あり得ないと言い切れるのですか。 

それから手間暇や時間の都合なので、現在の品質

を守ってもらえないことは、絶対にないのだという

ことは言い切れるのですか。 

○林幸一学校教育部長 これは今、委員さんがおっ

しゃったのは、民間委託に移行した場合のというこ

とのお話でよろしいでしょうか。 

絶対にないのかというお話でしたけれども、ここ

は、こういったことがないように私どもも説明会の

中でもお話をさせていただいていますけれども、献

立会議等でですね、しっかりとお話をさせていただ

きたいということで考えておりますので、こういう

ことが起きないように進めたいと思います。 

○平賀貴幸委員 要するに、絶対に起きないとは限

らないことなのですよね。 

これはね。 

だからここに書かれている話であって、事実関係

はないものではないということは、こういう可能性

もあり得るのだということ、これは直ちにすぐある

かどうかわかりませんけれども、将来的にあるかも

しれないし、もしかしたら委託された業者さんの状

況によっては違う対応をすることも、可能性として

はゼロじゃないから出ているというふうに思いま

す。 

だから私は、やはり請願については採択すべきだ

と思いますが、そこの問題ではなくて、この記の問

題が大事な話だと思っていて、ここはやはり当たり

前のことを私は書かれているので、さらにより良い

ものをつくっていったほうがこれはいいわけです。 

三つ子の魂百までじゃないですけれども、やっぱ

り子供の時に食べるものは、いいものがいいにそれ

は決まっていますから、学校でもそういうものを給

食で作ったほうがいいというのはそのとおりなの

で、そこにまた市民がちゃんと関わっている、子供

たちの声が反映される仕組みをつくることが、何が

おかしいのだろうというふうに思いますので、私は

やっぱり採択すべきだと思います。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の方はよろしいでし

ょうか。 

それでは、この請願第22号に関しては、採択が３

名、不採択が２名ということで、請願第22号学校給

食の品質向上を求める請願に関しては意見の一致を

見なかったため、閉会中継続審査することとして決

定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定いたしました。 

なお、学校給食に関しては、文教民生委員会とし

ても閉会中所管事務調査ということで取り扱ってお

りますので、さらに調査を進めながら適宜開催して

協議を進めていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、以上で文教民生委員会を終了いたしま

す。 

長時間大変にお疲れさまでございました。 

             午後０時19分閉会 


